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午前９時30分 開会 

 

○委員長（才脇明美君） 

皆さんおはようございます。 

ただいまの出席委員は５名であります。定

足数に達しておりますので、総務建設常任委

員会を開催いたします。 

委員会開会に当たりまして、町長より御挨

拶があります。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

皆さんおはようございます。 

本日は、お忙しい中御参集いただきまして

誠にありがとうございます。 

本日の総務建設常任委員会では、御手元の

審査事項どおりでございますが、第５号、７

号、８号、９号、10号、14号、15号、26号と

それから16号議案の関係部分につきまして御

審査をいただくこととなってございます。詳

細に御審査いただきまして、委員の皆様方に

御理解を賜りたいと存じますので、どうかよ

ろしくお願いをいたします。 

簡単ではございますが、開会に当たりまし

ての御挨拶とさせていただきます。 

本日は何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本日の会議を開きます。 

本日の審査事項は、御手元に配付のとおり

でございます。 

１．令和７年豊能町議会３月定例会議付託

案件についてを議題といたします。 

第５号議案、刑法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制

定の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

おはようございます。総務課、田中です。 

それでは、第５号議案、刑法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例制定の件につきまして、御説明をい

たします。 

着座にて説明させていただきます。 

それでは、議案書の６ページから９ページ

を御覧ください。 

本件の提案理由は、刑法等の一部を改正す

る法律及び刑法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施

行に伴い、関係条例において所要の改正を行

うもので、改正理由が同一のため整理条例と

して一括改正を行うものです。 

次に、概要説明資料のほうを御覧ください。 

今回改正を必要とする条例は、豊能町有功

者表彰条例、豊能町一般職の職員の給与に関

する条例、職員の退職手当に関する条例、豊

能町消防団員の定員、任免、給与、服務等に

関する条例、豊能町非常勤消防団員に係る退

職報償金の支給に関する条例、豊能町個人情

報の保護に関する法律施行条例、豊能町ラブ

ホテル建築規制に関する条例、以上の七つの

条例になります。 

改正内容につきましては、令和４年に成立

した刑法等の一部を改正する法律におきまし

て、懲役及び禁錮を廃止し拘禁刑を創設する

改正がなされ、同法が６月１日に施行される

ことに伴い、条例中の懲役及び禁錮の文言を

拘禁刑に改めるなどとともに、同法の施行に

伴う関係法律の整理法に規定している経過措

置と同様の経過措置を設けるものです。 

附則といたしまして条例の施行時期は、令

和７年６月１日からとなります。 

説明は、以上です。御審査いただき御決定

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

おはようございます。管野です。 
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水道企業団議会でも、この条例改正があっ

たんですけれども、そのときに伺ったんです

けれども、全てのこの条例改正に関して、検

察審査会を受けているのかっていうことを伺

います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。総務課、田中です。 

申し訳ございません。お時間いただきまし

て。すいません。 

検察審査会に関してなんですけども、回答

のほうがちょっと、正しい回答になってるか

どうかわかりませんが、そういったいわゆる

量刑と言いますか、そういったところの判断

につきましては、そういった裁判所であった

りとか、そういったとこが行うというふうに

認識しておりまして、特に本町においての事

務に関しては影響がないのかなと。あくまで

もその罰則規定については、今回字句を改め

るということで認識しております。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

はい、ほかにありませんか。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。おはようございます。 

この新旧対照表の中でですね、これ、15条

の３かな、退職手当の返納ということで、退

職した者に対し、一般の退職手当等の支給を

した後において、その人が在職期間中の行為

に係る刑事事件に対し、拘禁刑以上の刑に処

せられたときは、退職手当を返納というかね、

何かそんなふうな文面になってると思うんで

すけども、これそのものはどのレベルの職員

の方、例えば特別職なんかもこれに当てはま

るのか、その辺りをお伺いしたいと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

はい。広報職員課、奥です。 

この退職手当の条例なんですけれども、一

応一般職を対象としたものにはなりますけれ

ども、特別職として準用されている部分に影

響があれば、特別職にも影響が出てくると思

います。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員でございます。 

よって、第５号議案は、原案のとおり可決

されました。 

第７号議案、豊能町行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人情報の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例改正の件を議題とい

たします。 

提案理由の説明を求めます。 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

総務課の田中です。 

それでは、第７号議案、豊能町行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例改正の件に

つきまして、御説明いたします。 

着座にて御説明いたします。 

それでは、議案書の12ページから13ページ

を御覧ください。 
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本件の提案理由は、情報通信技術の活用に

よる行政手続等に係る関係者の利便性の向上

並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るた

めのデジタル社会形成基本法の一部を改正す

る法律の施行に伴いまして、所要の改正を行

うものです。 

次に、概要説明資料及び新旧対照表を御覧

ください。 

改正内容ですが、マイナンバーカードを持

ち歩かなくとも、スマートフォンに格納され

たマイナンバー情報で本人確認ができる仕組

みを設けるため、いわゆるマイナンバー法に

カード代替電磁的記録の定義が追加されまし

た。 

この改正によりまして、マイナンバー法の

条項にずれが生じるため、本条例第２条関係

の規定を法に合わせるものになります。 

附則といたしまして条例の施行時期は、令

和７年４月１日からとなります。 

説明は、以上です。御審査いただき御決定

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって、第７号議案は、原案のとおり可決

されました。 

  第８号議案、職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例改正の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

それでは、第８号議案、職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例改正の件について

御説明いたします。 

着座にて説明させていただきます。 

議案書の14ページから16ページまで、並び

に条例の概要資料、新旧対照表をあわせて御

覧ください。 

本件は、令和６年の人事院勧告において、

仕事と生活の両立支援の拡充に係る項目が明

らかにされ、国家公務員の休暇制度が改正さ

れることに伴い、当該改正に準じた改正を行

うものです。 

それでは、条例改正内容について説明させ

ていただきます。 

１点目として、超過勤務の免除の対象とな

る職員の範囲を、３歳に満たない子のある職

員から小学校就学の始期に達するまでの子が

ある職員まで拡大するものです。 

２点目として、仕事と介護の両立支援制度

に関する周知等の強化を図るものです。内容

は、職員が家族の介護に直面した旨を申し出

た場合の仕事と介護の両立支援制度等につい

て、相談窓口を設置し、意向確認ができるよ

うにするほか、個別の周知を行い、勤務環境

の整備を図るものです。 

附則としまして、この条例は、令和７年４

月１日から施行するものです。経過措置とし

て、施行日前においても、施行日後の超過勤

務の免除に関して事前申請ができるものとす

るものです。 

説明は、以上です。御審査いただき御決定

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい、管野議員。 

○委員（管野英美子君） 
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相談なんですけども、上司に相談するのか

窓口というので、今の該当課なのかどちらで

すか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

はい。広報職員課、奥です。 

この相談窓口なんですけれども、今現在、

育児休業の制度でももう既にこの条文がござ

いまして、今度この介護の相談に関しても、

似たような感じで条文が足される形の改正に

なっておるんですけれども、まずは所属長に

相談していただくなり、直接人事担当課に相

談していただくなり、方法はいろいろありま

すけれども、何かしらのその困ったときの相

談できる担当ということで、内部的には周知

していきたいなと思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

決まってないんですね。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

基本的には人事担当課が窓口になる予定で

す。 

ただちょっとした困り事であるとか、所属

長を通じて相談していただくということも。

絶対ここでないとあかんとかいうことではご

ざいません。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

では、広報職員課の中に窓口があるという

ことですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

はい。委員御認識のとおりです。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

まず１点目ですね。超過勤務の免除の見直

しということで、３歳までやったのが小学校

就学前までいけるというふうな改定になって

ますが、これの変更によって、結構、関係し

てくるような方いらっしゃるいうことですか

ね。うちの豊能町としてはどうなんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

これ制度としてございますけれども、今ま

でちょっと利用されてる方はいらっしゃいま

せん。時間外勤務するしないというのは、あ

る程度御自身でコントロールといいますか、

ある程度今日は残ってちょっとしようとか、

今日はちょっともう家庭の事情で早く帰ろう

とか、ある程度御自身で調整されている方が

多いので、この制度につきましては、１か月

以上の間、こっからここまで絶対ちょっとこ

う免除してほしいっていう場合にある制度な

んですけれども、本町においてはそこまでバ

シッと期間を定めて免除を希望するという方

がいらっしゃらない状況です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

実際こういう制度が前からあるけども、い

わゆる３歳未満の子どもをお持ちの方で、そ

ういうふうな活用されてる方はいらっしゃら

なかったということやけども、それは、何と

かうまいこと自分でコントロールされてるっ

ていうふうにも受け取れるんかもしれないけ

ども、使いたいけど、ちょっと使いにくいな

みたいなそんなふうな声は、それはないと考

えておいたらいいんですかね。制度としては

あるけども、ちょっと職場のあれで使いにく

いなとか、その関係でちょっと。そんなこと

はないですかね。 
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○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

委員おっしゃるように、ちょっと使いにく

いかどうかというところまでは、ちょっと把

握はできてないんですけれども、使うまでも

なく自分である程度今日は残ろうか、今日は

早く帰ろうかというところが調整できてるの

かなと認識しております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

あと、この18条の３になるんですかね、ま

ず１点目なんですけども、介護両立支援制度

等に係る研修の実施とありますが、これはど

のような研修を行っていくようなことになる

んでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

こちらの研修なんですけれども、一応今回

の国の改正のほうでこのような表現になって

おりますけれども、具体的に全国の市町村ど

ういったそれぞれ研修するのかっていうこと

が、ちょっとまだ明らかになってございませ

んので、今後何かしらのこういうことをして

いきましょうというような通達なりが出てく

るかと思いますので、それを参考に実施でき

たらなと思っております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

あとこのいわゆる、子どもさんお持ちの方

が使える制度とか、この介護のいわゆる支援

制度ですね、こういった制度についての、こ

れを使うことができる対象者というのが職員

っていうふうになってますが、これは、管理

職の方も当然ながら入っていると考えておい

たらいいんですね。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

まずこの時間外の免除の部分なんですけれ

ども、小学校までの方が対象となってますの

で、ある程度若い職員が対象かなというよう

な感じもするんですが、これ管理職でこうい

ったお子さんお持ちの方も対象になります。 

介護の制度につきましても、当然全職員対

象になりますので、その辺の制限はございま

せん。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

ここで任命権者っていう言葉が、出てきて

ますよね。 

任命権者というのは、町長も任命権者にな

るとは思うけど、それ以外にもたくさんある

んじゃないかなと思うんですけど。 

任命権者それぞれいっぱいあるんじゃない

ですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

はい、任命権者は、確かに町長部局は町長、

教育委員会部局は教育委員会というような感

じで、任命権者はそれぞれございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

教育長と、今町長だけおっしゃってるけど、

もっとたくさんあるんじゃないですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 
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○広報職員課長（奥 文彦君） 

はい、それ以外に議会であるとか、それぞ

れ出向を命じられた先で任命権者がいらっし

ゃると思います。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、小寺委員。 

○委員（小寺正人君） 

議会の場合は、議長ということやね。消防

だったら消防長とか。何かいっぱいあるみた

いですよね。 

何か任命権者いうたら町長だけみたいな感

じでみんな受け取ってるけど、いっぱいある

んじゃないんでしょうか。調べてない。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

はい、委員おっしゃるとおり任命権者は複

数存在しております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって、第８号議案は原案のとおり可決さ

れました。 

第９号議案、豊能町一般職の職員の給与に

関する条例及び豊能町特別職の職員の給与に

関する条例改正の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

それでは、第９号議案、豊能町一般職の職

員の給与に関する条例及び豊能町特別職の職

員の給与に関する条例改正の件について御説

明いたします。 

着座にて説明させていただきます。 

議案書の17ページから20ページまで、並び

に条例の概要資料、新旧対照表をあわせて御

覧ください。 

本件は、一般職の職員の給与に関する法律

等の一部を改正する法律の施行に伴い、同法

の施行内容に準じて改正するものですが、先

行して昨年12月に改正しました令和６年４月

施行分を除く、令和７年４月施行分について

改正するものです。 

それでは、条例の改正内容について説明さ

せていただきます。 

まず第１条で、一般職の職員の各種手当の

改定を行うものです。内容は、１点目として

地域手当の支給率をこれまでの市町村単位か

ら都道府県単位とし、大阪府における令和７

年度の級地別支給割合とするものです。 

２点目として、扶養手当の支給対象から配

偶者を廃止するとともに、子に係る扶養手当

額を引き上げるものでございます。 

３点目として、平日深夜に係る管理職員特

別勤務手当の支給対象時間帯を午前零時から

翌朝午前５時とするものから、午後10時から

翌朝午前５時へ拡大するものです。 

４点目として、再任用職員に支給する手当

に住居手当を加えるものです。 

続きまして、第２条で令和７年度における

特別職の職員の地域手当の支給割合を一般職

の職員の例によらず、一般職の職員の支給率

から100分の２を減じたものとするものです。 

附則としまして、この条例は令和７年４月

１日から施行するものです。 



7 

経過措置として、令和７年度の扶養手当の

支給額については、配偶者に係るものは廃止

せず、従前の約２分の１の3,000円とし、子

に係るものの引上げ幅を２分の１の１万

1,500円とするものです。 

説明は、以上です。御審査いただき御決定

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

はい、中川です。 

今説明いただいてる中で、まず１点目なん

ですけども、配偶者に係る扶養手当を廃止す

るということで、経過措置として今回は、

6,500円を3,000円にしますということですけ

ども、これは、そうすると完全廃止というの

は、令和８年からということなんですか。そ

の辺りをお伺いします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

委員おっしゃるとおり、令和７年度でいき

なりゼロにするのではなくて、１年だけ経過

措置として半額落として、８年から完全にな

くすという流れになっております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

次は、第２条関係ということで、特別職の

職員の地域手当の割合を支給率100分の８と

いうふうなことで、職員とちょっと違うね、

数字になってますが、その辺り何か理由があ

るんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

今回、特別職については、100分の６から

100分の８に改めさせていただくということ

でございます。 

一般職については、100分の６から100分の

10という形にさせていただいております。 

これは、我々今回この地域手当の引上げが

ですね、人勧で実施されるというところで、

今まで６％の級地だったところが、12％にな

るというのが人勧の主旨でございまして、そ

の間の経過措置でどうやって12％まで引上げ

ていくのかっていうところをいろいろ検討を

してきたところでございまして、１％を上げ

ると大体人件費で1,000万円ぐらい増えると

いうことになってくるようでございまして、

そこんところは我々の財政状況を踏まえます

と、なかなか一気に人勧の趣旨に沿って10％

に上げるっていうことになりますと4,000万

円増えるということになってまいりますので、

そこんところをもう少し段階的に引上げられ

ないかなということで、中で検討してまいり

まして、職員組合のほうに、８％で、10％で、

12％でもともとの人勧を完全実施していくと

いうようなことで、できないかということを

提案をしてまいりまして、その間の経過を踏

まえて、今のところは組合と妥結して、一般

職については10％という形で、今回条例を上

げさせていただいております。当初我々、７

年度については８％にさせてほしいというこ

とで、組合のほうには提案してきたところで

ございまして、そういう経過を踏まえまして、

特別職につきましては我々提案してきている

側でございますので、７年度については８％

で取りあえず、我々の思いとしてはそういう

形で、条例のほうに示させていただいてると

いうところでございます。 

そういった形で、この間の経過を踏まえて、

今回特別職について上げさせていただいてい

るというところがございますので、御理解賜

りますようお願いいたします。 
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○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

ということは、今のお話の中では８％があ

って、10％があって、12％があってみたいな

その段階踏んでステップアップ的なそういう

ふうな改定になるみたいな、そんなふうに聞

こえたんやけど、そういった意味では、令和

７年度は８％かな、それから令和８年はそし

たら10にしてから次なんや、令和９年度が12

という、そういうふうな感じで、徐々にこう

スライドさせていくというふうなそういうふ

うな考えでよろしいんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

最終的には12％が、大阪府の級地割合にな

っておりますが、そこに至る過程は、取りあ

えず７年度は10％というのが人勧のほうで示

されております。 

ただ、令和８年度で12％は完成するのか、

その先はちょっとまだ具体的なパーセントは

示されてないんですが、例えば下がるほうで

すね。16％地域の市も大阪府内にはあったん

ですけれども、そこで12％に持っていく場合

は、４年かけて１％ずつ下げなさいというよ

うなことは示されているんですが、増やすほ

うにつきましては、令和７年度の10％という

ところが今示されてるというところでござい

ます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

結局手当が上がるということで、影響額っ

ていうのはわかりますか。 

○委員長（才脇明美君） 

奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

はい。広報職員課、奥です。 

先ほど高木副町長が申し上げましたとおり、

４％で約4,000万円の影響が年間、全体で出

てくる見込みでございます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

１条関係の中の項目で、再任用職員に支給

する手当の範囲の拡大ということで、住居手

当というふうなことが載ってますが、これの

同様に影響額というのはわかるんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

再任用職員自体が、今10名前後であること

と、この住居手当についてはちょっと今現在

その方がそもそも該当するような住居にお住

まいかどうかというのが不明なため、ちょっ

と影響額は把握しておりません。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに賛

成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員でございます。 

よって、第９号議案は原案のとおり可決さ

れました。 
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第10号議案、職員の退職手当に関する条例

改正の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

それでは、第10号議案、職員の退職手当に

関する条例改正の件について御説明いたしま

す。 

着座にて説明させていただきます。 

議案書の21ページから23ページまで、並び

に条例の概要資料、新旧対照表をあわせて御

覧ください。 

本件は、雇用保険法等の一部を改正する法

律の施行に伴い、失業等給付の給付内容等が

改正されることから、失業者の退職手当につ

いて所要の改正を行うものです。 

なお、失業者の退職手当とは、雇用保険法

の適用がない公務員について、雇用保険法に

よる失業等給付と同程度のものを保障するた

めに設けられている制度です。 

退職時に支給された退職手当が雇用保険法

の失業等給付に満たず、かつ退職後、求職活

動をしても一定の期間失業している場合には、

失業等給付で得られる額と支給された退職手

当の差額分を特別の退職手当として支給する

制度です。 

それでは、条例改正内容について説明をさ

せていただきます。 

１点目として、雇用保険法に定める失業等

給付である就業促進手当の一つである就業手

当が廃止されたことに伴い、規定の整備をす

るものです。 

２点目として、附則第12項に定める雇用機

会が不足している地域に居住する者に対する

雇用保険基本手当の給付日数を上乗せする措

置が、令和７年３月31日までの暫定措置とさ

れていたところ、さらに２年間、令和９年３

月31日まで延長されたことに伴い所要の改正

を行うものです。 

附則としまして、この条例は公布の日から

施行し、令和７年４月１日から施行するもの

です。 

経過措置として、施行日前に支給対象とな

る失業者の退職手当は、なお従前の例による

ものとするものです。 

説明は、以上です。 

御審査いただき御決定賜りますようよろし

くお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

この条例の概要の中の②なんですけども、

雇用機会が不足している地域に居住する者に

対してってありますけども、どのような地域

に該当するのか。我が豊能町にはそういうと

ころがあるのか。その辺りちょっとお伺いし

たいと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

すいません。この具体的な地域、どの辺を

指すのかというところなんですが、ちょっと

これ日本全国対象の雇用保険の中で極端に求

人が限られてるようなところで、なかなか職

探しをされてる方が、すぐには見つからない

ようなところにお住まいというのを想定され

てるみたいなんですけども、これが豊能町に

該当するかというと、恐らく豊能町は該当し

ないと思いますが、退職後こういうところに

お住まいの場合で、この失業者の退職手当に

該当される場合はひょっとしてここの附則の

部分に関わってくるかもしれないということ

で書かれてるものでございます。 

以上です。 
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○委員長（才脇明美君） 

ほかにないですか。 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

今の定義なんですけども、雇用機会が不足

してる地域に居住する、この定義はどこで決

めるんですか、国の。何か随分中途半端なあ

れだなと思ってお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

この方がこれに該当するかどうかというの

は、管轄されるハローワークの所長が認定さ

れることになると思います。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

ほかにないですね。 

はい質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員です。 

○委員長（才脇明美君） 

よって、第10号議案は原案のとおり可決さ

れました。 

第14号議案、豊能町下水道条例改正の件を

議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

吉澤都市計画課長。 

○都市計画課長（吉澤 亘君） 

おはようございます。都市計画課、吉澤で

す。 

それでは、第14号議案、豊能町下水道条例

改正の件につきまして、着座にて御説明させ

ていただきます。 

議案書の30ページを御覧ください。 

豊能町下水道条例の一部を改正する条例を

次のように定めるものです。 

提案理由は、下水道法施行令等の改正に伴

い所要の改正を行うものです。 

それでは、本条例の内容について御説明し

ます。 

新旧対照表、議案書及び概要書を御覧くだ

さい。新旧対照表のほうを御覧いただくとわ

かりやすいです。 

それでは、本条例の内容についてですが、

第６条及び第７条において、技術者の現場の

実態を踏まえ、技術者の配置に関し柔軟な対

応が求められ、規制の緩和により「専属」す

るものから「選任」するものに、また他店と

の兼任も妨げないことに改正します。 

次に第12条及び第13条において、「燐」や

「沃素」という文言にルビを振り、わかりや

すい表記に改正します。 

また、放流水に含まれる大腸菌群数の基準

を定めているところ、大腸菌群数より正確な

指標である大腸菌数を測定することが技術的

に可能となったことから、大腸菌群数に係る

基準から大腸菌数に係る基準に改正します。 

その他の参考として、施行期日は令和７年

４月１日より行うものです。 

説明は、以上です。御審査いただき、御決

定くださいますようお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

全員協議会のときにも聞かれてたと思いま

すけども、念のためもう一度ちょっと確認し

たいんですけども、「専属」と「選任」かな、
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これは漢字の違いと言えばそのとおりなんで

すけども、その辺りもう少しはっきりという

とどういうことなのか御説明お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

吉澤都市計画課長。 

○都市計画課長（吉澤 亘君） 

都市計画課、吉澤です。 

今までは、その専門職は、業者に専属して

いる、そこの職員でないといけないというと

ころであったのが、技術者がかなり少なくな

ってますので、ほかに雇い上げて選任してい

る人、あるいはほかのお店とも兼任している

方でも構いませんよというふうに改正をする

ものです。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい。秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

説明を伺って、人手不足でこういうふうに

広がったってことなんすけど、確か豊能町の

ほうも人手不足だっていうなことが書いてあ

ったような気がするんですが、これ変わるこ

とによって豊能町への効果ってのはどのぐら

いあるんですか。 

あんまり従来と変わらないのか、いやもう

大分広がりますと、業種によってちょっとわ

かりませんというのか、ちょっとその辺り教

えてください。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、吉澤都市計画課長。 

○都市計画課長（吉澤 亘君） 

都市計画課、吉澤です。 

今本町で下水工事とかする場合は、基本的

には町内の業者さんあるいは、登録していた

だいてるとこですので、個人事業主さんが多

いので、特に変更はありません。 

ただ、大きな工事とかになって、大手さん

にお願いした場合には、なかなか見つからな

いときに、そういうふうになってると、業者

さんを探しやすいのかなとは思います。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

秋元です。 

ごめんなさいね。確かこれ決算か何かのと

きに、下水道工事、マネージメントかな、う

ろ覚えで申し訳ない。いずれにしても人手不

足でちょっと対応的なものは困るみたいな文

書があったもんですから、今滞ってる部分が

これによって進んでいくのかなっていう思い

で聞かせてもらいましたけど、あんまり効果

はないと、豊能町の場合は。そういう認識で

いいですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、吉澤都市計画課長。 

○都市計画課長（吉澤 亘君） 

都市計画課、吉澤です。 

本町については、今のところは影響ないも

のと思います。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございません 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

今ちょっと思ったんですけども、「沃素」

とか「燐」っていうのは、これ漢字を使って

るんですね。私はずっと今まで、学校で習っ

てたときにはこれ「沃素」とか「燐」という

のは片仮名で何か勉強したような化学のとき

にね、そのような記憶があるんやけど、あえ

てこの漢字を使ってる、何か意味があるんで

すか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、吉澤都市計画課長。 

○都市計画課長（吉澤 亘君） 

都市計画課、吉澤です。 

上位法令のほうが、漢字を使ってますので、
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それを引用してそのようになってます。 

学校で学習する場合はそれではわかりにく

いので、片仮名とか平仮名表記で使ってると

いう状況です。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって第14号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

第15号議案、豊能町消防団員等公務災害補

償条例改正の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

総務課の田中です。 

それでは第15号議案、豊能町消防団員等公

務災害補償条例改正の件につきまして御説明

をいたします。 

着座にて説明させていただきます。 

それでは議案書の32ページから34ページを

御覧ください。 

本件の提案理由は、非常勤消防団員等に係

る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、

損害補償の算定の基礎となる補償基礎額等を

改定するものです。 

次に、概要説明資料及び新旧対照表のほう

を御覧ください。 

今回の改正内容ですが、非常勤消防団員等

に係る損害補償につきましては、基準政令の

定める基準に従いまして、各市町村が条例で

定める額に基づき行うこととなっております。 

今般、この基準政令で定める非常勤消防団

員等の損害補償に係る補償基礎額について、

所要の改定が行われるため消防団員等の損害

補償に係る基礎額、日額なんですけども、基

礎額についてこれに合わせてそれぞれ増額改

定を行うものです。 

改定額につきましては、説明資料に記載の

とおりとなっておるんですけども、国の基準

改定に伴いまして各階級の勤務年数に応じた

補償基礎額等を引き上げるとともに、改定基

準に規定している経過措置と同様の経過措置

を設けるものです。 

附則としまして、条例の施行時期は令和７

年４月１日からとなります。 

説明は、以上です。御審査いただき御決定

いただきますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

いいですか。 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって第15号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

第16号議案、令和６年度豊能町一般会計補

正予算（第８回）の件（関係部分のみ）を議

題といたします。 

提案理由を求めます。順次発言を求めます。 
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寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

それでは第16号議案、令和６年度豊能町一

般会計補正予算（第８回）の件につきまして

関係部分に係る提案理由を御説明申し上げま

す。 

それでは、御手元の補正予算書の９ページ

から10ページ目を御覧ください。 

○委員長（才脇明美君） 

皆さん開けましたか。よろしいですか。 

はい、山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

おはようございます。総合政策課、山内で

す。 

それでは、補正予算書９ページを御覧くだ

さい。 

第３表 繰越明許費補正（追加）でござい

ます。款２．総務費、項１．総務管理費、道

の駅に関する事前調査事業1,000万円を繰越

しするものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

おはようございます。農林商工課、中谷で

す。 

９ページの下から四つ目と五つ目になりま

す。 

款６．農林水産業費、項１．農業費、事業

名が、牧地区ほ場整備事業とその下の高山地

区ほ場整備事業ですが、年度内に完了見込み

がないため繰越しするものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

申し訳ありません。ちょっと１件飛ばして

おりました。 

９ページの第３表 繰越明許費補正（追加）

の上から２段目になります。 

款２．総務費、項１．総務管理費、事業名

が地域公共交通維持確保事業で、601万6,000

円になります。 

９ページの下から二つ目の款７．商工費、

項１．商工費、事業名が余野地区商業施設開

設事業2,860万円でございますが、それぞれ

年度内に事業が完了する見込みがないため繰

越しするものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。総務課、田中です。 

それでは、次10ページになります。 

款９．消防費、項１．消防費の切畑分団消

防ポンプ車更新事業でございますけども、こ

ちらにつきましては自動車部品等の供給不足

等によりまして年度内での更新ができない状

況となったために繰り越すものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

11ページを御覧ください。 

第４ 債務負担行為補正（変更）でござい

ます。 

余野地区商業施設開設事業、補正前9,561

万4,000円から補正後9,547万1,000円。 

下から２段目の公共施設再編整備事業（施

設解体設計業務）になります。補正前536万

8,000円から、補正後521万9,000円となって

おります。 

それぞれ事業費の確定に伴い減額するもの

でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

はい。行財政課、寺倉です。 

続きまして12ページ目を御覧ください。 
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第５条といたしまして地方債の補正でござ

います。 

第５表 地方債補正に記載の１．農地中間

管理機構関連農地整備事業債から４の通学路

等交通安全整備事業債、一つ飛びまして６の

消防署車両更新事業債から９の体育施設整備

事業債につきましては、事業費が確定しまし

たことによる減額及び小中一貫校施設整備事

業の年割額の変更に伴い増額するものでござ

います。 

５の緑地擁壁改修事業債につきましては、

国の補助対象外となったために事業を行わな

かったことにより、地方債の発行を取り止め

るものでございます。 

それでは、今回の歳入歳出予算の補正内容

につきまして御説明申し上げます。 

最初に歳出について御説明申し上げます。 

23ページをお開きください。 

今回の補正につきましては、事業費の確定

に伴う不用額の減額と、歳入の補正に伴う財

源振替を行っておりますが、それら不用額と

財源振替の説明については省略させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

はい。 

では、23ページ並びに37ページから38ペー

ジにございます給与費明細を御覧ください。 

款２．総務費、項１．総務管理費、目１．

一般管理費の人件費事業の退職手当でござい

ますが、定年退職及び普通退職者等の対象者

が11名となったことから補正するものでござ

います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

同じく23ページの７．基金管理事業でござ

いますが、こちらは令和６年度普通交付税の

再算定によりまして、臨時財政対策債償還基

金費で算定された普通交付税を、町債管理基

金のほうに積立てを行うものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

次に、目６．企画費の２．政策推進事業で

ございますが、道の駅に関する事前調査を行

うための費用を補正するものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

補正予算書30ページになります。 

款６．農林水産業費、項１．農業費、目４．

農地費の５．ほ場整備事業でございます。18．

負担金の牧地区ほ場整備事業負担金の増額で

すが、昨年12月の国の補正予算におきまして

追加工事の予算がつきましたので、負担金の

不足額を増額するものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

款７．商工費、項１．商工費、目１．商工

総務費の５．企業誘致事業でございますが、

余野地区商業施設開設に係る負担金を補正す

るものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。総務課、田中です。 

それでは、続きまして32ページになります。 

款９．消防費、項１．消防費、目１．常備

消防費の２．消防広域化事業ですけども、消

防事務委託負担金として1,775万2,000円の増

額となっております。 

こちらにつきましては、今年度末に早期退
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職希望者等ですね、５名を予定しておるため

退職手当に係る負担金を増額するものでござ

います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

歳出の説明は、以上でございます。 

続きまして、歳入について御説明申し上げ

ます。ページは、16ページへお戻りください。 

款11．地方交付税、項１．地方交付税、目

１．地方交付税、節１．地方交付税でござい

ますが、交付額の確定に伴いまして増額する

ものでございます。 

続きまして17ページを御覧ください。 

款15．国庫支出金、項２．国庫補助金、目

１．総務費国庫補助金、節１．企画費国庫補

助金の２．物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金でございますが、地域公共交通維持

確保事業に充当する国庫補助金でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

同じく９．民間資金等活用事業調査費国庫

補助金でございますが、歳出のところで御説

明申し上げました道の駅に関する事前調査事

業に係る国庫補助金でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。総務課、田中です。 

同じく17ページの節２の電子計算費国庫補

助金なんですけども、752万9,000円増額とい

うことで、これはシステム標準化事業に係り

ます補助金の追加交付分を増額するものでご

ざいます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

同じく17ページですけれども、節４．自治

振興費国庫補助金、１．物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金でございますが、自治

会への防犯灯の補助金を支出する防犯等事務

事業に充当するものでございます。 

続きまして、18ページ目を御覧ください。 

目７．農林水産業費国庫補助金、節１．農

業振興費国庫補助金の１．物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金でございますが、志

野の里の運営支援を行う農業法人設立支援事

業に充当する国庫補助金でございます。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

20ページを御覧ください。 

款18．寄附金、項１．寄附金、目１．一般

寄附金、節２．ふるさと寄附金でございます

が、ふるさと起業家支援に係る寄附金募集の

実績がなかったことにより、減額するもので

ございます。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

続きまして同じ20ページですけれども、款

19．繰入金、項１．基金繰入金、目１．財政

調整基金繰入金でございますが、今回の補正

による財源調整として１億8,912万円を減額

するものでございます。 

次に目２．退職手当基金繰入金でございま

すが、歳出のところで御説明申し上げました

退職手当のうち、繰入れの対象となる退職手

当の減に伴いまして基金繰入金を減額するも

のでございます。 

次に目３．ふるさとづくり基金繰入金でご

ざいますが、事業費の確定に伴う減、及びふ

るさと寄附促進事業、これ当初予算に充当す
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べきものだったんですが、漏れておりました

ので、ふるさと寄附促進事業に充当する基金

繰入金の増などでございます。 

次に、目５．町債管理基金繰入金でござい

ますが、臨時財政対策債の償還に充当するた

め、基金の繰入れを行うものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

それでは次に21ページになります。 

款21．諸収入、項３．雑入、目１．弁償金

の弁償金でございますが、4,173万7,000円と

いうことで、こちらにつきましては消防救急

デジタル無線の契約におきまして、契約相手

方に対して行った損害賠償請求に基づく弁償

金を増額するものでございます。 

こちらにつきましては、後ほどですね、事

案対応の経過等につきまして、詳細御説明さ

せていただきます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

次に、目３．雑入、節１．雑入の９．市町

村振興宝くじ交付金でございますが、希望ケ

丘２丁目１号公園多目的トイレ設置事業につ

いて、交付金の対象外となったため減額する

ものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

中井環境課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

21ページを御覧ください。 

着座にて失礼いたします。 

款21．諸収入、項３．雑入、目３．雑入、

節１．雑入の62．豊能郡環境施設組合返納金

960万円ですが、令和６年度豊能郡環境施設

組合予算におきまして、令和５年度から令和

６年度への繰越金が確定したことに伴いまし

て、豊能郡環境施設組合より返納されるもの

でございます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

はい。行財政課、寺倉です。 

続きまして、21ページ、22ページでござい

ますが、款22．町債でございます。こちら12

ページの第５表 地方債補正で御説明申し上

げたとおりでございます。 

説明は、以上でございます。御審査いただ

きまして、御決定賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

総務課、田中です。 

先ほど御説明をいたしました補正予算書の

21ページの弁償金、それから32ページの消防

活動事業の償還金の予算に関連いたしまして、

消防救急デジタル無線整備事業におけます談

合事案の対応についてということで、御説明

をさせていただきます。 

今回資料のほうをですね、ＳｉｄｅＢｏｏ

ｋｓの中の総務建設常任委員会のフォルダの

中にですね、この事案の対応についてという

資料を入れさせていただいておりますので、

そちらのほう御覧いただけますでしょうか。 

それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（才脇明美君） 

開きましたか。 

○総務課長（田中久志君） 

それでは、まずこの談合事案の経緯のほう

から御説明をいたします。 

消防救急デジタル無線の整備に当たりまし

て、平成25年３月に国の緊急消防援助隊設備

整備費国庫補助金、この5,589万9,000円の交
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付を受けて整備をいたしたものでございます。 

整備に当たりまして、箕面市消防との通信

指令共同運用を行うということで、平成23年

４月に共同通信指令室を設置いたしまして、

デジタル無線への移行についても、平成25年

５月に共同実施協定書を締結いたしまして共

同で進めてまいりました。 

この協定の中身なんですけども、デジタル

無線の機器の入札につきましては、箕面市の

ほうで行うということで、本町はその箕面市

での落札業者と契約を行うということで進め

ておりまして、平成25年の５月29日と８月１

日に富士通ゼネラルとの契約に至りまして、

合計契約金額が２億868万7,500円ということ

で契約をいたしたものでございます。 

このデジタル無線の導入後なんですけども、

平成29年２月２日に、公正取引委員会のほう

でですね、平成23年４月から平成26年４月ま

でのこの３年間に、全国の消防が発注いたし

ましたデジタル無線のほうで談合が行われて

いたということで、この富士通ゼネラル、日

本電気、それから日立国際、沖電気、日本無

線のこの５社に対しまして排除措置命令を、

それから富士通ゼネラル、日本電気、沖電気、

日本無線の４社に対しまして、課徴金納付命

令というのを行いまして、この本町が平成25

年に締結した契約も、この談合の中に含まれ

るということが判明をいたしました。 

そのあと、令和６年３月21日に最高裁のほ

うでですね、上告受理というのを棄却いたし

まして、富士通ゼネラルの談合が確定したと

いうこと、ここまでが談合事案の経緯でござ

います。 

次に契約の相手方であります富士通ゼネラ

ルに対する対応について、御説明いたします。 

真ん中の囲みでございます。 

今回の談合行為につきまして、公正な価格

で契約をなそうとする自治体の利益を害する

行為ということで、消防救急デジタル無線整

備事業の請負契約に基づきます、損害賠償の

請求を行いました。 

損害賠償の請求方法といたしまして２種類

ありまして、一つは契約書第18条、これは豊

能町が契約してる契約書なんですけど、契約

書18条１項に基づく契約額の20％に相当する

損害金を請求すると。 

もう一つは、民法第709条、それから独禁

法25条第１項に基づく損害賠償を請求する方

法があるため、双方で検討いたしました。 

民法等の場合はですね、先行事例とか裁判

例と同じくですね、民事訴訟法第248条に基

づく判断がなされまして、最終的には契約額

の５パーセントから８パーセントの間になる

と考えられると。 

本町の場合におきましては、契約額の20％

というところが契約書の中で謳っておりまし

たんで、そちらのほうが優位であるというこ

とで訴訟に要する費用等の面も含めまして総

合的に勘案しますと、契約に基づく請求が妥

当との判断をいたしたところでございます。 

令和６年５月20日にですね、富士通ゼネラ

ルに対しまして、この契約書第18条に基づく

損害賠償金を国庫補助対象分、単独事業分を

合わせました契約額２億868万7,500円の20％

に当たります4,173万7,500円を書面で請求を

いたしまして、そのあと、７月８日に富士通

ゼネラルから請求額、この満額ですね、収納

いたしました。 

こちらのほうは、今回補正予算のほうに計

上させていただいております。 

ここまでが、富士通ゼネラルに対する対応

の結果でございます。 

最後に補助金の返還についてということで、

一番下の三つ目の囲みなんですけども、損害

賠償を受けたことによりまして、もともと国

の補助事業でやっておったこの補助事業分の

実績報告ということで、再提出というのが必

要になりまして、再提出後に改めてその国の
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ほうから、整備の事業費と補助金の額という

のが再確定されると、国のほうで決められる

ということになります。 

再確定事業費といいますのは、もともと当

初の事業費からですね、今回受けました損害

賠償金を引いた金額、１億2,789万円となり

まして、再確定の補助金が4,471万9,000円と

なる見込みでございます。 

当初の補助金額から今回再確定の補助金額

を引いた金額が1,118万円ということで、こ

の金額が国へ返還しなければならない補助金

額となっておりまして、これも今回の補正予

算のほうで計上しておるということになって

おります。 

今後についてなんですけども、先ほど申し

ました国への実績報告書というのは既に提出

しておりまして、今この金額で調整をいただ

いておって、国から返還のほうの命令が来ま

すと、返還事務を進めていくということにな

りまして、一応今年度中には、終了するよう

な形で進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

説明は、以上です。どうぞよろしくお願い

します。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

23ページの総務費、総務管理費、一般管理

費の退職者の退職手当ですが、11名とかなり

多いなと思ってるんですけど。毎年この時期

に伺ってて、昨年度は2,900万円、その前が

4,100万円、その前が5,900万円なんですけど

も、定年退職以外の退職者で、職業選択の自

由とか個人情報の保護もありますけれど、何

か起こっているんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

今年は、定年退職がある年ですので、例年

よりはちょっと対象者は多くなっております。 

そのうちの普通退職でどうかというお話な

んですけれども、毎年50代の職員を対象に早

期の勧奨とかの声掛けといいますか、募集を

しておりまして、それで応募された方が２名

いらっしゃいます。 

それ以外の退職ですね、ちょっと若年層に

なるんですけど２名。幼稚園・保育所の職員

で１名の計５名となっております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

人件費も減らさなあかんのかもしれません

けど、仕事が成り立つのかなっていう心配が

あるんですね。 

箕面市では、おかえりなさい採用というの

を始められて、３年以上の勤務された方とか

条件はあるんですけどね、本当に大切な人材

かもしれない、出ていく人を大切に思わなき

ゃいけないなと思うんですけど、ちょっと町

の考えをお聞かせいただけますか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

おはようございます。総務部、入江です。 

今、広報職員課長から退職者のおおまかな

内訳みたいなのありましたけど、本町として

も職員は、今後人口の減少などで減らしてい

かなあかんという傾向あるものの、一方でで

すね、人材育成もしていかないけないと思っ

ております。その辺りはですね、研修を通じ

て、日々そういう能力アップの研修もやって

いるところですが、一定そういうものの勧奨

制度も引き続きやっておりまして、新陳代謝

といいますか、そういう入替えもしていかな

いと、年齢も本町のほうバランスよく職員が
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いてるわけではございませんので、今後の人

材、担い手も要りますので、その辺りも含め

つつ、順次、辞めてる職員分を全てを採用す

るわけじゃないんじゃないんですけど、若い

方とか、企業で御活躍されてる方も含めてで

すね、採用して偏りがないような配置にはし

ていきたいと思っておるんですが、一定採用

の試験というものもございますので、その辺

りのところも踏まえながらですね、採用を行

っておる次第です。 

人材についてもですね、決して退職の勧奨

を強要するということではございません。こ

れは個々の諸事情等もございましてですね、

現在こういう状況になっておりますので、そ

の辺りですね、本町としても大切に人材を育

てていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

何か問題があるのですかという質問なんで

すけど。ハラスメントとかいろいろなそうい

う問題はないんですかという質問だと思うん

ですけど。 

はい、入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

そのようなことはですね、私どもは確認し

てございません。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

そのことはわかりましたけど、本当に職員

さん一生懸命やってくださってますね。戸知

山の利用のときに、ちょっとびっくりしたん

ですね。あそこまでやってもらえたかと思っ

たんで、大切にしてほしいなと思います。 

同じく、32ページの消防のことで、早期退

職５名とおっしゃいましたが、箕面市に行か

れて仕事がきついんかなとか、前々から心配

はしてたんですけども、これも何かあります

か。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

総務課、田中です。 

今回５名ということでございますけども、

内訳を申し上げますと、もともと豊能町職で

あった方は１名だけです。残りの４名が箕面

市ということになっておりまして、特に何か

あったということではなくてということでは

聞いております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

９ページをお願いします。 

繰越明許費の補正ということで、この中の

６番、牧地区のほ場整備事業、そして高山地

区のほ場整備事業、それぞれ年を跨ぐという

ことで、繰越明許だというふうに説明ござい

ましたけども、これそしたらそれぞれ牧及び

高山の整備事業をいつ頃終わるっていうかね、

完了するのか、その辺り御説明お願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

大利都市建設部理事。 

○都市建設部理事（大利元樹君） 

はい。都市建設部、大利です。 

委員の御指摘のですね、牧地区、高山地区

の繰越明許費なんですけども、牧の874万

6,000円、及び高山地区の300万円のですね、

そのうちの一部につきましては、国の補正予

算に伴いましてですね、牧、髙山に確保でき

た予算ございまして、現時点ではこれについ

ては未契約、工事として契約していないとい

う予算になっておりまして、来年度に府のほ

うで工事発注をしましてですね、執行してい

くというものになってございまして、これに

ついては、来年度に契約をして、来年度中に
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執行していくというような形になります。 

牧の予算の一部につきましてはですね、現

在工事契約をしております契約のうちの一部

が、今年度中に執行ができないということで、

工事契約済みなんだけれども今年度中にでき

ないということで、これについては、現時点

の見込みといたしましては、５月頃には、完

成するというような見込みで府からは聞いて

ございます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

御説明ありがとうございます。 

それぞれ高山地区と牧地区でそれぞれちょ

っと事情が違うというね、そんなふうに受け

取りましたけども、この牧地区のほうについ

ては工事ができないと、令和６年中にできな

いと、それは何か理由があってできない。理

由何かあるんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、大利都市建設部理事。 

○都市建設部理事（大利元樹君） 

はい。都市建設部、大利です。 

牧地区のですね、工事の繰越しをしておる

分については、当初年度内に執行の予定だっ

たんですけれども、今回、天候事情ですとか、

あと地元の調整が必要になるようなですね、

事情が発生しましてですね、これに調整なり、

現場状況の変化に伴いまして、ちょっと年度

内に執行ができなかったということで、やむ

なく繰越しをしたものと聞いてございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

ということは、年度内にできなかったとい

うことはね、もしかしたらこれからこの令和

７年度かな、そこで新しくできたところで何

か栽培しようかなみたいなことが予定されて

たかもしれないけども、それにちょっと影響

が出そうなんですか、時期的なもので。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、大利都市建設部理事。 

○都市建設部理事（大利元樹君） 

はい。都市建設部、大利です。 

この繰越しも含めましてですね、工事の内

容、進捗については地元の推進役員さんと、

密にちょっと協議をしながら進めておりまし

て、この繰越し工事によってですね、次年度

の作付には、もともと計画していたものにつ

いては影響しないようにということで進めて

ございます。 

なお、牧地区の一部についてはですね、来

年度の作付については、１作休耕していただ

くということで進めておる工事もございます

ので、そこについては計画どおり、来年度は

１作休耕という形になります。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

地元の調整ができなかったというのは、具

体的にどういうことができなかったんですか。 

はい、大利都市建設部理事。 

○都市建設部理事（大利元樹君） 

はい。都市建設部、大利です。 

ほ場整備に限らずですけれども、工事を進

めている中でですね、例えば地下水、湧水が

ですね、予期しない発生があったですとか、

掘ってみたら土質が違っておったというよう

なことがあって、当初の想定どおり工事が進

められなかったというようなことは往々にし

てございます。 

牧地区につきましてもですね、想定よりも

湧水がですね、見られたりというようなこと

がございまして、そういった課題が生じたた

びに、対応策を検討して地元と御協議をして

進めていくというような形で実施した結果で

すね、当初の工期よりもちょっと遅延をした

というようなふうに聞いてございます。 
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○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

先ほどの管野議員の退職の11名、お話をお

伺いすると定年が６名で、ほか２名が50代に

声かけたと。ここまで今までの流れどおりか

もしれんけど、若い世代が、３人かな。これ

っていうのは想定外だったんじゃないかなと

思うんですけども、こういう場合っていうの

は、辞める理由とかそういうものをお尋ねし

てるんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

比較的年齢の若い方の退職についてなんで

すけれども、うち１名は任期付き職員の任期

満了ですので、自動的に退職ということにな

ります。 

あと２名なんですけれども、ちょっとその

うち１名の方は、病気加療中の方でしたけれ

ども、お亡くなりになったということで、１

名。もう１名の方は、中途での退職なんです

けれども、ちょっとこの辞められる時と辞め

てからのやりとりの中で、辞められた理由に

ついてはちょっと聞き取れてない状況でござ

います。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

一気にね、職員11名ってのは、町のいろん

な事業に対しても影響出るんだと思うんです

ね。 

これどこかで調整しながらやっていかなく

ちゃいけないんじゃないかなと思って、気に

なったのはさっきの50代ですね。自動的に声

かけたかどうかわからないんだけども、これ

って一般企業なんかは、早期退職はちょっと

退職上乗せになるんですけども、そういう形

でお願いしてるんですか。 

定年が６名とわかっていながらちょっとど

うしてかなっていうふうなことと、町として

何年後に何人ぐらいの職員って、何かそうい

った目安みたいのがあったらこの際お聞かせ

ください。 

○委員長（才脇明美君） 

奥広報職員課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

この定年退職に該当される方なんですけれ

ども、このうち２名はですね、引き続き再任

用として、まだ職務される方です。 

採用状況なんですけれども、辞められる方

に対して今回採用をしております。その後に

退職の申出があった方については、ちょっと

欠員という状況にはなっておりますけれども。 

今後の人数の目安なんですけれども、具体

的に何年後に何人というところまでは設定し

ておりませんけれども、先ほど総務部長のお

話にもあったように、人口減少に伴って、適

正な定員管理に努めていこうと思っておりま

す。 

早期退職の割増しについてなんですけれど

も、６月頃から３か月ほど募集で募りまして、

その間に応募のあった人、これ定数決まって

るんですけども、その定数内の方で対象者を

決めまして、通常の退職手当より若干の上乗

せ、ちょっと人によって違いますけれども、

上乗せして有利になるような退職金の制度と

なっております。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

〇副委員長（秋元美智子君） 

まず一つは今お話しされたように、50代の

方は枠があると。誰でも50代手挙げました、

はいそうですかじゃなくて、ちゃんと枠があ
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りますということで、ちょっと安心しました。 

  今後なんですけどね、やっぱり若い世代も

大事にしなくちゃいけないし、かといって人

数的なものもあるんで、一体どのぐらいでや

っていくかっていうのは、ある面、前もって

出して、想定して考えていただきたいな。こ

れは要望です。わかりました。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

17ページをお願いします。 

款15．国庫支出金、項２．国庫補助金の目

１．総務費国庫補助金のところで、説明のと

ころの２かな、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金、国からいただく交付金ですけ

ども、確かこれ地域公共交通対応ということ

で423万円ね、何かここに載ってたかという

ふうに記憶しておりますが、まずそこからお

伺いします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

はい。行財政課、寺倉です。 

こちらの物価高騰対応重点支援地方創生交

付金423万円でございますけれども、これは

12月補正でお認めいただいたＡＩオンデマン

ド交通実証実験の分で601万6,000円充当する

ものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。ほかにございませんか。 

休憩を取ります。 

11時10分より開始いたします。 

それまで休憩いたします。 

（午前10時56分 休憩） 

（午前11時10分 再開） 

○委員長（才脇明美君） 

はい、休憩前に引き続き会議を行います。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

はい、中川です。 

先ほど17ページのですね、物価高騰対策で

すかね、重点支援地方創生臨時交付金の423

万円、これについてはＡＩオンデマンド関係

に入れるんだというようなことの話がござい

ましたが、今度はですね、また繰越明許のほ

うに戻ります。９ページをお願いします。９

ページの繰越明許費補正のこの表の上から二

つ目ですか、総務費の総務管理費、地域公共

交通維持確保事業、これそういった意味では

ＡＩオンデマンド関係の費用というふうなこ

とでよかったんですかね。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

中川委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

ＡＩオンデマンド交通の実証実験そのもの

が３月、今やってる最中で今月で終わるかと

思いますけども、このいわゆるＡⅠオンデマ

ンド関係の事業が来年に事業が繰り越される

というのは、それはどういった内容になって

るんでしょう。どういう内容が繰り越される

んでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

ＡＩオンデマンドバスにつきましては、３

月末まで実証運行する予定をしております。 

一応運行は３月末で、６年度内で終わるんで

すけれども、その後システムのデータであり

ますとか、そういった状況を業者のほうから

データいただいたりとかっていうところで、

４月入ってからも、業者とのやりとりがあり
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まして、その分についてお支払いというか、

７年度に入っての業務になりますので、今回

繰越明許で補正をさせていただいております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

そうしましたら、この３月いっぱいで終わ

るであろう実証実験の結果ですね、結果も含

めてそうやけども、令和７年度に入ってから

もしばらくちょっとやらなあかんけど、それ

は全ていつ頃終わるというふうに考えとった

らいいんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

実証データをいただいたりとか今後のＡＩ

オンデマンドどうするのかというところで、

夏頃までには方向性を決めていきたいと思っ

ております。もしそれまでに、５月、６月で

決まるようであれば議会のほうも含めて報告

をさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

管野です。 

先ほど説明いただきました消防救急デジタ

ル無線整備事業における談合事案についてな

んですけれど、これ平成29年に公正取引委員

会によるっていう、そこまでわからなくてや

っているんですけれども、これがわからなけ

ればもうこのままこのお金取られてたじゃな

いですけど、そういうことでいいんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。総務課、田中です。 

今回この公正取引委員会の命令がありまし

て、わかったものでございます。 

仮になかったらどうだったのかというとこ

ろなんですけども、なかったらわからなかっ

たのかなというふうな認識を持っております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

そしたらその入札の金額が妥当だったかっ

ていうのは、ちょっと疑問に思うわけですけ

れど、その辺の入札の金額決めるっていうの

は箕面市がやってたんですか。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。総務課、田中です。 

入札に関しましては、先ほど御説明させて

いただきましたとおり、箕面市のほうでまず

入札を行いまして、そのときに富士通ゼネラ

ルが入札で落としたんですけど、そこと随契

という形で本町のほうは契約をさせてもらい

ました。その事業費について妥当かどうかと

いうことなんですけど、当然妥当だというこ

とで契約してるんですけど、今回、実際談合

があったということで、本来の事業費は幾ら

かということにつきましては、国のほうとも

調整をいたしまして、実際に実績報告ももう

一回出し直して、国のほうが認めた事業費と

補助金でもう一回精算するということでござ

いますので、金額についてはこれで妥当だと

いうふうに考えております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

ちょっと元の話に戻して申し訳ないんです

けど、これ元々箕面と豊能町の負担割合みた

いなのありますわね。ないのかな。 

もしそれがどのような人口と面積の委託料

の割合になってるのかどうか、ちょっとまず
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教えてください。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

総務課、田中です。 

この救急デジタル無線の整備事業に関しま

しては、事務委託をする以前の話になりまし

て、ただ資料にもありますけども、協定を結

びまして、この入札に関しましては共同で行

いましょうということで、箕面市のほうと協

定を結んでやっておったんですけども、実際

にはこの委託前の話なので、金額に関しては

負担金を箕面市に払うとかいうわけではなく

て、豊能町が独自に契約した業者に払うとい

うような形で進めたものでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

ごめんなさい。説明変かな。 

一つのシステムを買うのに、この５分の１

は豊能町持ちます。５分の４は箕面持ちます

と、それは何でそうなってるのかっていうふ

うな質問の意味だったんだけど、わかるかな。

変かな。 

これは箕面の設備になってるのかな。そう

いうことも含めてお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 

田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

はい。総務課、田中です。 

  この救急デジタル無線、あくまでも豊能町

が整備した無線なので、いわゆる豊能署のほ

うと東出張所のほうに整備したものになりま

す。なので、箕面市に５分の４とか、豊能町

が５分の１とかそういうものではなくて、箕

面市と豊能町がそれぞれ整備したものになっ

ております。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

要は、豊能町は東消防署に設備、西はどう

なのかな、両方なのかな。 

豊能町のものとしてやりましたよと。箕面

は箕面で幾らか知らんけどやってますよとい

うことですよね。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中総務課長。 

○総務課長（田中久志君） 

総務課、田中です。 

はい、委員おっしゃるとおりございます。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

23ページをお願いいたします。 

款２．総務費、項１．総務管理費の目６．

企画費の中の政策推進事業、業務委託料

1,000万円ということで、これ道の駅に関す

る費用というふうに説明をいただいてるかと

思いますが、この道の駅の内容につきまして

は、この新しい年度の町政運営方針ですかね、

その質問の中でもさせていただいて、ある程

度そのとき副町長のほうから説明をいただい

ておったと思いますが、いろいろないわゆる、

うまいことやっていけるのかとかね、そうい

うふうな調査をしっかりとやっていきたいと

いうふうなことで御答弁そのときあったと思

うんですけども、その答弁の中にもあったと

思いますが、もともと何年も前に、一度この

道の駅の基本計画といいますかね、そういっ

たものができておるけども、実際そのときと

比べて、今後のことを考えるとやはり、面積

的な規模、そういったものが当時のやつでは

3,000平米か何かでちょっと小さいかなと。

ちょっと大きくせなあかんなということで、

計画そのものを変更を加えなあかんのちゃう
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かみたいなそんなふうな話がございましたけ

ども、その基本計画というかそういったもの

をつくっていくときには、確かいろんな人集

まっていただいて、地域の代表みたいな方に

も集まっていただいて何かいろいろ議論をさ

れてきたかと思いますが、そういう計画その

ものが一部変わるとかいうふうなことになっ

た場合、またそのようないわゆるいろんな方

に集まっていただいて、議論をしていくとい

うふうなそういうふうなこともしていくこと

になるんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

今回補正予算で上げさせていただいてる

1,000万円につきましては、町のほうで整備

する場合、どういう状況になるのかっていう

ところ、採算が採れるのかっていうところと

か、あと町でやっていくには財政負担がかな

り出てきますので、そういったところも含め

て民間に委託できるところであるとかそうい

った整理をしたいというところの調査費を上

げさせていただいております。 

その結果を見て、道の駅の整備ができると

いうふうな判断ができれば、委員おっしゃる

ような、委員集めての検討委員会というのは

立ち上がるかと思いますけれども、今はまだ

それの前の段階の予算を上げさせていただい

ておりますので、その結果を見て決めていき

たいと思っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

ということはあくまでも業務委託として、

調査に令和７年度しっかりとそれに時間を費

やして、それが終わってから何らかの形で前

向いていけそうやなというのがわかってきた

ら、今度そのいろんな方に集まっていただい

ての議論をしていくような場というふうな話

でございましたんで、そういった意味ではそ

ういう議論がもしなされるとするならば、次

令和８年度みたいなことになるんかなという

ふうに、それともいや令和７年度中にそこま

でいくかもしれないというふうな意味合いな

のか、その辺りどうなんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

東地区につきましては、公共施設再編整備

も今行っております。あと本庁舎の移設のこ

ともありますのでそういったところも含めな

がら、道の駅については本会議のところでも

東能勢中学校のグラウンドを利用してってい

うようなお話もありましたので、そういった

ほかの施設整備とあわせて考えていければと

思っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

秋元です。 

今の1,000万円の話なんですけども、これ

はコンサルにお願いするのかな。ちょっと内

訳教えてください。この1,000万円の。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

この1,000万円につきましては業務委託に

なっておりまして、調査を行う業者の選定を

行う費用となっております。 

内訳については、まだ仕様書等できており

ませんので、一応参考見積りで上がってきた

金額で予算計上させていただいております。 
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以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

幾らで委託云々というのは、ちょっとそこ

まではね先走った話なんだけど、この内訳っ

ていうのはそういう意味ですね。業務委託料

ということで受け取っていいですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

秋元副委員長おっしゃるとおりです。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

これ意見ですけどね、前回ある程度もう土

台的なものできてるんで、豊能町はああだこ

うだ、こういうふうな人がどうのこうのとか、

そういうことは一切やめていただきたい。相

手の方にもお願いしていただきたい。 

今回本当に町が必要と思ってるデータ、そ

こんところをしっかりこう調べていただきた

いなということで、周りの豊能町という町は

ああだこうだっていうふうな、そういうとこ

から始めるような業務委託はちょっと、なる

べく避けていただきたいっていうかな、今町

が本当に必要としてるデータに絞ってお願い

したいと思いますので、よろしく。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

はい。総合政策課、山内です。 

秋元副委員長おっしゃる御意見踏まえて取

り組んでいきたいと思いますが、前回計画し

てたときから、年数もたっておりまして生活

様式等も変わっておりますので、そういった

ところも含めて業者委託の内容の仕様書は考

えていきたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

それはお願いいたします。本当に町が必要

としてる部分を徹底的に調べていただくとい

うことで。 

18ページのところなんですが、７の農業水

産業費国庫補助金の件で、この説明が志野の

里の農業法人設立のためとおっしゃってたか

な。ちょっと確認させていただきたいんです。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

はい。行財政課、寺倉です。 

こちらの補助金につきましては、臨時交付

金の一部ですけれども、志野の里の運営支援

を行っております農業法人設立支援事業、こ

ちらのほう充当させていただいております。

この臨時交付金につきましては、昨年12月に

国のほうで補正予算可決されたんですけども、

生活者支援であったり、子育て世帯支援であ

ったり、あるいは事業者支援、その事業者支

援の中に農業支援というメニューも含まれて

おりましたんで、今回こちらの事業に充当さ

せていただくという補正予算を計上させてい

ただいております。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

農業支援はいいんですけども、説明が法人

設立のためとおっしゃっていたから、現在あ

れば法人化されてないのかなっていう、まず

単純な疑問で、法人化されてなかったら一体

どんな形の運営になってるのかなという、次

の質問があったんですけど。 

私の聞き間違いなのか、理解不足なのか。

ちょっとお願いします。 

○委員長（才脇明美君） 
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はい、寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

はい。行財政課、寺倉です。 

充当してる事業は、農業法人設立支援事業

なんですけども、実際今現状としては志野の

里の運営支援ということで町から事業費支出

しておりますので、それに充当するというこ

とで、現在まだ法人は取れてないというとこ

ろです。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

聞きようによっては、この補助金によって

法人の設立が可能になるというふうに捉えら

れるんですけども、それでよろしいですか。 

単なる農業支援というのと違うようで、も

うちょっと説明してください。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

こちらのほうの臨時交付金なんですが、今

は協議会形式でやってまして、電気とかガス

代っていうところも、町のほうで予算組んで

ます。 

今回の臨時交付金、そういったところの物

価高騰に関するところの交付金ということで、

こちらのほうで組んでいる電気代とか、ガス

代とか、そういったものの物価高騰のための

交付金ということで、こちらのほうに充当し

ているということで、これ自体が農業法人を

設立するような交付金っていう意味合いでは、

入れてないっていうところです。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

今説明された意味の支援ってのはよくわか

ります。でも最初確認したとおりに、農業法

人設立のためっていうふうな説明を受けたよ

うな気がしたので、私の聞き間違いっていう

理解でよろしいですか。 

私は勝手に農業法人設立のためって聞こえ

てしまったのかな。そういう意味ではないの

かな。だったらそれでいいんですけど。 

○委員長（才脇明美君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

はい。行財政課、寺倉です。 

充当してる事業名が農業法人設立支援事業

という小事業名になります。 

今現状としたら志野の里の運営支援を、先

ほど中谷課長の御説明ありましたけれども、

そういった運営支援に事業費を充てていると

いうところで。小事業名が農業法人設立事業

支援事業というところでございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

23ページの企画費の地域活性化事業、減額

されてるんですけれども、この地域活性化起

業人制度で負担金を減額するということは、

見つからなかったということですか。 

○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

当初は起業人制度で企業の方２名来ていた

だいて、包括連携協定結んでやるということ

で予定をしておったんですけれども、企業の

都合で包括連携が組めないということで、こ

の事業に該当するような取組ができなかった

ということで今回減額させていただいており

ます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

阪急の方ですか。 
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○委員長（才脇明美君） 

山内総合政策課長。 

○総合政策課長（山内 拓君） 

総合政策課、山内です。 

エイチ・ツー・オー リテイリングの方に

なります。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

一般質問みたいになるかもしれませんけど

も、私たち予算委員会のときに妙見口駅前の

沿道整備ということで話聞いてて、ちょっと

能勢電延命やわって思ったんですけど、それ

が、できなかったという理由をもう少ししっ

かり聞かせていただけますか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

管野委員がおっしゃってる事業ができなか

ったというわけではございませんでして、先

ほど課長が説明しましたように、当初500万

円掛ける２名分来ていただくということで予

算組ませていただきました。 

ただそのエイチ・ツー・オー側のですね、

事情がございまして、ちょっとそういう、こ

ちらにがっつり来てですね、豊能町のほうで、

ここに席を置いてという形ではちょっと取り

組めないということで、そこんところはちょ

っと難しかろうということでございます。 

ただ、別の形でですね、事務費という形で

我々、協定書を結ばせていただいて、200幾

らかの金額でですね、負担金としてお支払い

させていただきながら、妙見口の駅前の活性

化事業ということについては、予算委員会で

説明したとおりですね、エイチ・ツー・オー

側にはお願いしまして取り組んでいるところ

でございます。 

なので、そのお金のやりとりのところだけ

は、異なるかもわかりませんけども、我々が

エイチ・ツー・オー側に求めてる妙見口周辺

の活性化については、エイチ・ツー・オー側

はですね、当初予算で説明したような内容で

我々のほうのリクエストに応えながら今取組

みを進めているところでございまして、これ

は予算の時に説明しましたけども、単なるそ

のイベントを打ってお終い、それで活性化で

きたというわけではございませんので、これ

はある程度その期間、長期的なことで取り組

んでいただいてるということでございますの

で、引き続きエイチ・ツー・オー側に取組み

を求めていきたい。さらに、妙見口駅は本当

にあの周辺どうやって活性化していくのかと

いうのは、能勢電の利用者がどんどんどんど

ん減ってきている、ケーブル・リフトがなく

なって、取りあえず駅の賑わいも失いつつあ

るというところで、町としても何とかここは

活性化して、賑わいをつくっていきたいとい

う思いはございますので、引き続きエイチ・

ツー・オーと連携しながら、取組みを進めて

いくということでございますので、この予算

減額してるから何もやってないということで

ございませんでして、予算委員会で説明した

ような内容について今取り組んでいただいて

いる最中であるというところで御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

すごく疑問に思ったんですね。よその社員

を豊能町のお金で雇うみたいな形になってい

るから。200万円負担金というのはどっから

出しているのかということと、これは決算で

も聞かなあかんと思うんですけど、私たちは、

光風台小学校と東ときわ台小学校は利活用っ

ていうことをこれから話し合うんですけど、

吉川小学校は入ってなかったと思うんですね。 

そこも含めて、やってもらえるんかなと思っ
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てちょっと私自身勝手な夢を描いてしまいま

した。 

とても、予算委員会の説明と違うことがこ

こに、ただただマイナス1,100万円で出てる

ということが残念だったんですけども、これ

から先も、令和７年度の当初予算にもこれは

入っていないというんですか。入ってるんで

すか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

吉川小学校が、東ときわ台小学校とか光風

台小学校と同じように議論してないのかとい

うとそうではございませんでして、学校跡地

の利活用検討委員会の中では、西地区の三つ

の小学校の跡地利用について、今、議論を進

めているところでございまして、ワークショ

ップ終えてこれからまた検討委員会のほうを

開催させていただくというような方向で今進

めております。なので、吉川小学校も当然そ

の中に入っていると。地域の意見を聞きなが

ら、どういうふうに活用していくのがいいの

かということを今議論している最中でござい

ます。 

先ほど申しました予算についてはですね、

当初予算の中にその金額含まれておりまして、

その範囲内でやっております。その余ったお

金について今回減額させていただいていると

ころで御理解いただきたいと思います。 

先ほど私申し上げましたように、引き続き

というところで申し上げておりますので、令

和７年度についても、こういった費用が上げ

させていただいているというところがござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、ほかに。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

29ページをお願いします。 

労働諸費、これは質問できますよね。 

シルバー人材センター支援事業ということ

で、貸付金200万円減ってますというような

ことですけども、これは確か年度始めにシル

バー人材センターにお金を貸すというね、何

かそんな内容だったと記憶してますか、それ

が戻ってきたというそういう意味でこれ、

200万円減額というふうになってるんでしょ

うか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、中谷農林商工課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい、農林商工課、中谷です。 

この貸付金ですが、シルバー人材センター

より令和６年度は申請がございませんでした。 

というのは、今までちょっと言い方悪いん

ですけど自転車操業みたいなところがあって、

国の補助金が入るまでの間に、運用できるお

金がなかったというところで、一時的に町よ

り200万円を限度額にして貸付けを行ってき

たもんなんですが、一定、そういう余裕の資

金ができて資金が回るようになったんで、令

和６年は、申請する必要がなくなったという

ところで支出を伴ってませんので、その分全

額、減額させていただいたというところにな

ります。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、ほかにございませんか。 

はい。永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

談合の事件のことなんですけど、これ富士

通ゼネラルに対して何らかのペナルティは特

にないんですか。入札を制限かけるとか、い

ろいろ談合事件が起こったらそういった制限

をかけているところもあるかと思うんですけ

ど、それを確認させてください。 
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○委員長（才脇明美君） 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

令和６年３月21日に富士通ゼネラルの上告

は棄却されておりますので、これ豊能町だけ

じゃなく、全国的、大阪府もそうですけれど

も、入札の参加停止という措置がとられれば

豊能町も同じような形でさせていただきたい

と考えてございます。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、ほかにございませんか。 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

ちなみに、ほかの豊能町の事業で富士通ゼ

ネラルが関連するような事業はあるんですか。

そういうところも疑っていかざるを得ないの

かなと。ただ、大企業なんで、全て並んでい

る会社が全てね、大手のところなんでそこが

抜けるとっていうところはあるんですけど、

多分ここからしたら何千万か払うの全然屁で

もないかと思うんで、そういったところはい

ろんな役所、役場内、行政のほうには様々な

形で入ってるかと思うんですけれども、豊能

町にはそういった富士通ゼネラルさんが絡ん

だ事業なりは今どういう状況なんでしょうか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

行財政課、寺倉です。 

現在ちょっと確認している限りは、富士通

ゼネラルがほかのデジタル無線とかの整備工

事とかあるいは保守なんかに入ってるという

今現在としてはございません。 

○委員長（才脇明美君） 

よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

○委員長（才脇明美君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって第16号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

第26号議案、工事請負契約の締結について

を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

寺倉行財政課長。 

○行財政課長（寺倉義浩君） 

はい。行財政課、寺倉です。 

それでは第26号議案、工事請負契約の締結

について御説明申し上げます。 

着座にて御説明させていただきます。 

議案書追加分の３ページをお開きください。 

本件は西地区小中一貫校施設改修工事（そ

の２）請負契約の締結につきまして、当該契

約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条に規定する契

約であることから、地方自治法第96条第１項

第５号の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

それでは４ページをお開きください。 

１．契約の目的 西地区小中一貫校施設改

修工事（その２） 

２．契約金額 ３億5,200万円 

３．契約の相手方 大阪市淀川区野中北二

丁目11番15号 コーナン建設株式会社 代表

取締役 原 恭平 

４．契約の方法 制限付き一般競争入札で

ございます。 

なお、本件の応札者は１者。予定価格は消
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費税込みで３億5,200万円。落札率につきま

しては、100％でございます。 

工期は、議会の議決日の翌日から令和８年

３月31日まででございます。 

説明は、以上となります。御審査いただき

まして、御決定賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○委員長（才脇明美君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい、中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

中川です。 

全員協議会でも質問しましたけども、あえ

てここで質問しておきたいと思います。 

これ吉川中学校の体育館の整備工事、その

内容だったかと思いますが、来年の令和８年

の４月から学校が新しくスタートいたします

けど、その時期までには発注した工事が終わ

るというふうに考えておいたらいいんでしょ

うか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。 

工期につきましては、12か月あれば可能だ

ということで工期設定をしております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

なぜそういうことをあえて聞いてるかとい

いますと、何か月か前かな、保護者の方から

の情報ですけども、いわゆる発注が遅れてる

みたいなね、そういうような情報があって、

これ学校の令和８年４月の開校に間に合わへ

んでみたいな、そういううわさが何かちょっ

と飛んでるみたいな、そういうことを私耳に

して、いやそんな話は私ら聞いてないでとい

うふうなことで、話は返しておいたんですけ

ども、しっかりと今回このいわゆる発注が行

われて12か月、要は来年の４月までにはきち

っとね、完了するんだよようなことを心配さ

れているような方もいらっしゃるかと思うん

でその辺りしっかりとね、わかるようにして

あげていただいたほうがいいんちゃうかなと

思ったのでちょっと意見させていただきます。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

秋元です。 

この改修工事の内容というのは、この前ど

こかで資料いただいてましたかしら。ちょっ

と見つからなかったものでして。大体この３

億5,000万円かしら、大体このあたりがこう

いう金額ですってのが、お答えできるようで

したらお願いいたします。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

工事の内訳なんですけども、断熱改修工事、

その１工事、校舎棟とは違う補助メニューと

いうことで、体育館の工事を分けなきゃいけ

ないというところで、どこかのタイミングで、

簡単ですけど御説明した記憶がございます。 

今回の内訳、建築工事、電気工事、機械工

事っていうふうな内訳でいきますと、建築工

事のほうはですね、１億7,700万円ほど。そ

れから電気設備工事のほうがですね、2,000

万円ほど。それから、機械設備のほうが

3,300万円ほどで、直接工事費としましては、

２億3,000万円ほどっていうところに諸経費

が足されて、３億5,200万円という形になっ

ております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい。秋元副委員長。 
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○副委員長（秋元美智子君） 

建築というのは、どういう意味ですか。建

て替えるわけじゃないから、何をどう建築す

るのかちょっと中身を教えてください。 

○委員長（才脇明美君） 

田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

体育館棟のほうにつきましては、改修工事

となりますので、以前から懸念されておりま

す雨漏りがありますので、屋根につきまして

はカバー工法で新たに屋根を葺くということ

と、外壁の改修としまして、断熱の補助を貰

いますので、耐熱塗料というような特殊な塗

料での改修工事となります。 

また、屋内の工事としましては、小学生の

学年、中学生の学年が体育館を利用しますの

で、既存であります床の例えばバレーボール

だとかバスケットボールだとかという基準の

ライン引きも、２種類書かなきゃいけません

ので、既存の体育館のフローリングにつきま

しては一度機械でケレンしまして、線を引き

直しまして、ウレタン塗装するとか、それか

ら舞台のほうですね、昇降設備のほうも大変

古うございまして、今の基準では認められな

いような昇降設備等がありましたので、そち

らもこのタイミングで改修することになって

おります。 

それから、避難所にもなってしまいますの

で、空調等も設置するというような形での改

修工事となっております。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、秋元副委員長。 

○副委員長（秋元美智子君） 

確認させてください。 

今、床のライン引きの話でましたけど、床

そのものは替えないんですね。そのまま何か

削ったりなんかするか、そういう方法でって

いう理解でよろしいですか。 

○委員長（才脇明美君） 

はい、田中都市建設部次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

一部不具合があるところがありますので、

そこだけはフローリングの張り替えをするよ

うな形で、大部分は既存の床材をそのまま利

活用させていただきます。 

以上です。 

○委員長（才脇明美君） 

ほかにございませんか。 

いいですか。 

はい、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は、原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（才脇明美君） 

挙手全員であります。 

よって第26号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

以上で本委員会に付託された案件は全て終

了いたしました。 

続きまして、その他について委員間討議を

行う事項は何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

以上で本委員会を閉会したいと思います。 

これに御異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（才脇明美君） 

異議なしと認めます。 

よって、本委員会は閉会することに決定い

たしました。 
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これで、本日の会議を閉じます。 

本委員会の閉会に当たり町長から挨拶があ

ります。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

総務建設常任委員会の閉会に当たりまして

一言御挨拶を申し上げさせていただきます。 

本日提案させていただきました議案に対し

まして、慎重に御審査をいただきまして誠に

ありがとうございました。 

また適切にですね御決定を賜りましてあり

がとうございます。 

いただきました御意見、たくさんございま

す。それにつきましてもですね執行のときに

しっかりと、配慮させていただいて進めさせ

ていただきたいと思ってございます。 

引き続きの御支援・御協力をいただきまし

て簡単ではございますが、閉会に当たりまし

ての御挨拶とさせていただきます。 

本日は誠にありがとうございました 

○委員長（才脇明美君） 

これをもって総務建設常任委員会を閉会い

たします。 

どうも皆様お疲れさまでございました。 

 

午前11時50分 閉会 
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